
住民税試算システム

スマートフォンやパソコンで
市民税・県民税申告が便利に



スマートフォンやパソコンで
市民税・県民税申告が便利に

①市民税・県民税を自動で計算し、

市民税・県民税申告書を自動で

作成する「住民税試算システム」

●１月１６日（月）運用開始



スマートフォンやパソコンで
市民税・県民税申告が便利に

②マイナポータル

「ぴったりサービス」を利用した

市民税・県民税申告書(PDF)の

オンライン提出！

●２月１６日（木）運用開始



スマートフォンやパソコンで
市民税・県民税申告が便利に

市民税・県民税申告書を
手書き・手計算で作成

「住民税試算システム」で
いつでも、どこでも、
市民税・県民税を自動計算！
申告書を自動作成！
オンライン提出もできます！

いままで

これから



スマートフォンやパソコンで
市民税・県民税申告が便利に

藤枝市住民税試算システム 検索

詳しくは、ホームページをご覧ください。

※ 操作方法のお問い合わせは、こちら

藤枝市課税課市民税係 ☎054‐643-3187



スマートフォンやパソコンで
市民税・県民税申告が便利に

①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順



①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順

１．藤枝市ホームページから

「住民税試算システム」のサイトへアクセス



①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順

２．住民税試算システムのメニュー画面から

「税額計算／申告書作成」をクリック



①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順

３．申告者本人の生年月日を入力

生年月日を入力



①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順（収入がある方）

４．収入がある方は、

「源泉徴収票入力」「所得入力」「控除入力」をクリック

クリック



①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順（収入がある方）

住所・氏名を入力
支払金額、

源泉徴収税額を入力

※ 「源泉徴収票」を書き写すように入力することもできます。



①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順（収入がある方）

５．操作案内に沿って収入金額や支払金額などを入力

収入金額、必要経費などを
入力



①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順（収入がある方）

※ 生命保険料は、制度別・保険の種類別・会社別に入力できます

生命保険料の場合、
・旧制度・新制度別
・保険の種類別
・保険会社別 に
12月末時点での申告額を入力



①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順（収入がある方）

※ 医療費控除の明細書も作ることができます。

医療費通知に記載された金額や、受診者別、病院・薬局別の医療費や保険

などで補填された金額を入力して、医療費明細書をつくることもできる。

医療費の合計、補填された金額の合計のみの入力もできる。

入力



①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順（収入がある方）

６．「税額試算」をクリックし、自動計算した税額を表示

これまで入力した内容に誤りがない場合、
「申告書作成」をクリック

クリック



①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順（収入がある方）

７．申告者氏名などを入力

住所、氏名等を入力



①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順（収入がない方）

８．収入がない方は、「令和４年中収入がない方」をクリック

クリック



①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順（収入がない方）

９．申告者氏名などを入力

住所、氏名等を入力



①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順（収入がない方）

10．「令和４年中収入がなかった方」の該当する内容にチェック

該当する項目の□をクリック
必要項目を入力

クリック



①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順

11．すべてを入力した後、ダウンロードボタンをクリックすると、

市民税・県民税申告書(PDF)が出力される

クリック



①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順

12．市民税・県民税申告書(PDF)の完成

○マイナポータル

「ぴったりサービス」を

利用して、申告書を

オンラインで提出できます。

○申告書を印刷して、

マイナンバーを記載すれば

郵送や窓口で提出する

こともできます。



①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順

※ 医療費控除の明細書(PDF)も出力できます

医療費控除額を自動計算し
明細書に表示される



①「住民税試算システム」による
申告書作成の手順

藤枝市住民税試算システム 検索

詳しくは、ホームページをご覧ください。

※ 操作方法のお問い合わせは、こちら

藤枝市課税課市民税係 ☎054‐643-3187



スマートフォンやパソコンで
市民税・県民税申告が便利に

②市民税・県民税申告書(PDF)の
オンライン提出の手順



②市民税・県民税申告書(PDF)の
オンライン提出の手順

１．マイナンバーカードとマイナンバーカード読取

対応スマートフォンを用意

※ パソコンで申告する場合は

ICカードリーダライターを

用意する必要があります。

※ 事前にマイナポータルアプリを

インストール・設定する必要が

あります。



②市民税・県民税申告書(PDF)の
オンライン提出の手順

２．藤枝市ホームページからマイナンバー

「ぴったりサービス」のサイトへアクセス

クリック



②市民税・県民税申告書(PDF)の
オンライン提出の手順

３．マイナポータル

「ぴったりサービス」

サイト内の「藤枝市

市民税・県民税申告」

ページへアクセス



②市民税・県民税申告書(PDF)の
オンライン提出の手順

４．操作案内にしたがって

氏名などを入力し、

住民税試算システムで

作った市民税・県民税

申告書(PDF)を添付



②市民税・県民税申告書(PDF)の
オンライン提出の手順

５．マイナンバーカードを

用いて、電子署名をし、

送信ボタンをクリック

すると、申告書がオン

ラインで提出される



②市民税・県民税申告書(PDF)の
オンライン提出の手順

６．添付書類がある場合

「市民税・県民税申告書

送信票」をダウンロード、

印刷をして、添付書類と

共に郵送か窓口にて提出

（オンライン提出手続完了）



②市民税・県民税申告書(PDF)の
オンライン提出の手順

藤枝市住民税試算システム 検索

詳しくは、ホームページをご覧ください。

※ 操作方法のお問い合わせは、こちら

藤枝市課税課市民税係 ☎054‐643-3187


